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松浦川の川づくりを進めるにあたって 

武雄河川事務所では、松浦川水系の現状と問題点について情報を共有し、河川整備計画策定

に向けて原案策定前から意見を聴取することを目的として、平成１４年度より地域住民、市民

団体及び学識経験者等からなる松浦川流域検討会を開催し、松浦川への思いや川づくりに望む

ことなど数多くの意見を伺ってきました。 

これらの意見を踏まえ、平成１９年１１月に松浦川水系河川整備計画（原案）を公表し、そ

の後も住民意見交換会や学識者懇談会を開催するなど、松浦川の川づくりに対するご意見を頂

き、これらの貴重なご意見をもとに松浦川水系河川整備計画（案）を平成２０年１０月に公表

しました。その後、地方公共団体の長である佐賀県知事及び関係自治体・省庁等、様々な方々

の意見聴取や協議を経て、松浦川水系河川整備計画を平成２１年７月に策定しました。 

本計画には、今後の松浦川における川づくりにあたっての基本理念や治水、利水、環境毎の

目標や、河川整備にあたっての考え方を示すとともに、概ね３０年間の具体的な整備内容を記

載しています。 

今後、この河川整備計画に基づき、松浦川の川づくりを進めていくためには、より一層、地

域住民、市民団体、学識経験者、関係機関等との連携が不可欠であると認識しています。また、

河川整備計画の内容についても自然的・社会的状況の変化や事業の進捗等に伴い見直し等が必

要な場合もあるため、松浦川の川づくりにこれまで携わって頂いた方々と継続的に連携・協働

することが重要であると考えています。 

このことから、引き続き、各地域の地域活動、川づくりの勉強会等への積極的な参加・連携

に取り組むとともに、松浦川を流域一体として捉えた中での意見交換や情報が共有できる場と

して松浦川流域懇談会（仮称）を設置するなどにより、連携し協働できる体制づくりを行い、

これらの組織を継続的に維持することにより、地域住民への説明や学識者への相談などの機会

を設け、客観性や透明性を確保しながら松浦川の川づくりを推進します。 
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